
 

 

 

測量・建設コンサルタント等業務発注に係る低入札価格調査制度の導入 

 

 

１．目的 

価格と品質が総合的に優れた内容の者を契約の相手方とすることの更なる徹底を目的として、

広島高速道路公社の測量・建設コンサルタント等業務発注において低入札価格調査制度を導入し

ます。 

 

２．改正又は制定する要綱等 

  低入札価格調査制度の導入に際し、改正又は制定する要綱等は次のとおりです。 

【改正】広島高速道路公社測量・建設コンサルタント等業務競争入札取扱要綱 

【制定】広島高速道路公社測量・建設コンサルタント等業務低入札価格調査制度事務取扱要綱 

【制定】測量・建設コンサルタント等業務競争入札に係る適正な履行確保の基準 

【制定】測量・建設コンサルタント等業務競争入札に係る低入札価格調査マニュアル 

 

３．低入札価格調査制度の主な内容 

（１）調査基準価格の設定及び算定式 

  予定価格とともに調査基準価格を設定し、調査基準価格に満たない入札を行った者（以下「低

価格入札者」とします。）に対しては、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどう

か等を調査（以下「低入札価格調査」とします。）した上で落札決定を行います。 

調査基準価格の算定式は、広島高速道路公社測量・建設コンサルタント等業務競争入札取扱要

綱別表に次のとおり定めます。 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 
諸経費の額に１０分の４を
乗じて得た額 

－ 

建築関係建設コン

サルタント業務 
直接人件費の額 特別経費の額 

技術料等経費の額に１０分

の６を乗じて得た額 

諸経費の額に１０分の６を

乗じて得た額 

土木関係建設コン
サルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 
その他原価の額に１０分の
９を乗じて得た額 

一般管理費等の額に１０分
の３を乗じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 
間接調査費の額に１０

分の９を乗じて得た額 

解析等調査業務費の額に１

０分の７．５を乗じて得た額 

諸経費の額に１０分の４を

乗じて得た額 

補償関係コンサル
タント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 
その他原価の額に１０分の
９を乗じて得た額 

一般管理費等の額に１０分
の３を乗じて得た額 



 

 

 

（２）総額失格基準 

  低入札価格調査に際し、低価格入札者の入札価格が総額失格基準に満たない場合は、低入札価 

 格調査を打ち切り失格とします。 

総額失格基準の算定式は、測量・建設コンサルタント等業務競争入札に係る適正な履行確保の 

基準に次のとおり定めます。 

業種区分 算定式 

測量業務 直接測量費×0.6 ＋ 測量調査費×0.6 ＋ 諸経費×0.3 

建築関係建設コン

サルタント業務 
直接人件費×0.6 ＋ 特別経費×0.6 ＋ 技術料等経費×0.3 ＋ 諸経費×0.3 

土木関係建設コン

サルタント業務 
直接人件費×0.6 ＋ 直接経費×0.6 ＋ その他原価×0.3 ＋ 一般管理費等×0.3 

地質調査業務 直接調査費×0.6 ＋ 間接調査費×0.6 ＋ 解析費等×0.6 ＋ 諸経費等×0.3 ＋ 諸経費×0.3 

補償関係コンサル

タント業務 
直接人件費×0.6 ＋ 直接経費×0.6 ＋ その他原価×0.3 ＋ 一般管理費等×0.3 

（３）低価格入札者と契約する場合の措置 

  低価格入札者を落札者として契約を締結する場合は、受注者に対して次の措置を講じることと

します（広島高速道路公社測量・建設コンサルタント等業務低入札価格調査制度事務取扱要綱第

１０条）。 

○ 現地作業等を伴う業務における監督強化 

→ 現地作業を伴う業務においては、管理技術者は現地に常駐する。 

→ 点検測量を伴う業務においては、管理技術者が作業に立会を行うか自らが実施する。 

→ 現地踏査及び調査を伴う業務においては、管理技術者が調査を行う。 

○ 照査技術者の選任を要する業務における第三者照査義務付け 

 

４．適用対象及び適用時期 

指名競争入札及び一般競争入札（総合評価を含む。）により発注する業務の全てが適用対象で

す。平成２８年４月 1日以降に公告又は指名通知を行う業務から適用します。 

 

 


